
【事業者等向け】R5年度に活用できる新型コロナウイルス感染症対応の支援策一覧

  令和５年12月６日時点

概要 名称
種

別
対象者 支援の内容

募集

期間
担当課

1 セーフティネット資金 
補

助
中小企業・小規模企業

売上が一定程度減少した事業者（※）の資金繰りを支援

（※）直近の売上が前年より5%以上減少するなどし、セーフティネット保証４号、５号、伴走支援型特別保証のい

ずれかの認定を受けた事業者

・融資限度額：保証４号、保証５号　8千万円

　　　　　 　 伴走支援型 　　           1億円

・償還期間：10年以内（据置：2年～5年以内）

・融資利率：金融機関所定利率

・保証料：0.2～0.9%　（県保証料補助後の事業者負担）0～0.24%

募集中

（終期未定）

雇用経済部

中小企業・サービス産業

振興課

☎ 059-224-2447

2 リフレッシュ資金
補

助
中小企業・小規模企業

売上が一定程度減少した事業者等（※）の資金繰りを支援

（※）直近の売上が前年より3%以上減少した事業者等（一般扱い）

（※）原油等原材料価格の高騰等により、最近３か月間の月平均売上高の売上総利益または営業利益が前年

　　　同期比３％以上減少した事業者（一般扱い）

（※）直近の売上が前年より5%以上減少した事業者等（伴走支援型）

（※）直近の売上総利益率または売上高営業利益率が前年より5％以上減少した事業者等（伴走支援型）

・融資限度額：一般扱い      　5千万円

　　　　　　  伴走支援型     1億円

・償還期間：一般扱い　　7年以内（据置：2年以内）

　　　　　  伴走支援型　　  10年以内（据置：5年以内）

・融資利率：金融機関所定利率

・保証料：0.2～1.9%（県保証料補助後の事業者負担）0～1.3%

募集中

（終期未定）

雇用経済部

中小企業・サービス産業

振興課

☎ 059-224-2447

3
感染発生時の衛生用品購入及びかかり増

し経費等補助

衛生用品購入補助

かかり増し経費補助

（私立幼稚園等）

補

助
私立幼稚園、幼稚園型認定こども園

感染者や濃厚接触者が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りながら保育を継続するために必要となる経費

（保健衛生用品購入経費、事業継続に必要なかかり増し経費）を補助

１園あたり50万円

R5.4~

子ども・福祉部

子どもの育ち支援課

☎ 059-224-2268

4
新型コロナウイルス感染症に係る認可外保

育施設に対する事業継続支援事業

衛生用品購入補助

かかり増し経費補助

（認可外保育施設）

補

助
認可外保育施設

感染者や濃厚接触者が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りながら保育を継続するために必要となる経費

（保健衛生用品購入経費、事業継続に必要なかかり増し経費）を補助（国1/2、県1/2）

定員19人以下　　　　　　　　1施設あたり30万円

定員20人以上59人以下　　　　1施設あたり40万円

定員60人以上　　　　　　　　1施設あたり50万円

認可外の居宅訪問型保育事業　1施設あたり30万円

R5.4~

子ども・福祉部

子どもの育ち支援課

☎ 059-224-2268

中小企業・小規模企業の資金繰り支援

※【個人向け】R5年度に活用できる新型コロナウイルス感染症対応の支援策一覧は、4ページ以降をご覧ください。

※原油価格・物価高騰等による影響を受けている事業者等のみなさまは、「令和5年度に活用できる原油価格・物価高騰等対応の支援策一覧」をご覧ください。
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概要 名称
種

別
対象者 支援の内容

募集

期間
担当課

5

感染者等が発生した障害福祉サービス事

業所等がサービスを継続して提供するための

かかり増し経費の支援（補助金）

障害福祉サービス等事業所に対するサービ

ス継続支援事業

補

助

障害福祉サービス事業所

・感染者等が発生した施設・事業所

・居宅や代替場所でサービスを提供した通

所系事業所

・利用者の受入や応援職員の派遣を行う

施設・事業所

・新型コロナウイルスの感染者等が発生した施設・事業所において、サービスの継続に必要な経費を支援

【例】

・生活介護　１事業所あたり631千円

・施設入所介護　１施設あたり1,013千円

※障害福祉サービスの種別により、補助単価は異なる。

＜対象経費＞

・建物の消毒に要する費用

・職員の感染等に伴う人員確保に要する費用

・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該施設・事業所からの利用者の受入れや当該施設・事

業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所において必要な経費

募集中

（終了日未定）

子ども・福祉部

障がい福祉課

☎ 059-224-2266

6

感染者等が発生した介護サービス事業所

等が介護サービスを継続して提供するための

かかり増し経費の支援（補助金）

新型コロナウイルス感染症流行下における

介護サービス事業所等のサービス提供体制

確保事業費補助金

補

助

介護サービス事業所・施設等

・感染者等が発生した事業所・施設等

・居宅でサービス提供する通所系事業所

・利用者の受入や応援職員の派遣を行う

事業所・施設等

介護報酬の対象とはならないかかり増し経費を補助　※補助上限額は施設の種類や規模に応じて設定

【例】

・通所介護（通常規模型）１事業所あたり537千円

・特別養護老人ホーム　定員一人あたり38千円

＜対象経費＞

・緊急時の介護人材確保に係る費用

・職場環境の復旧・環境整備に係る費用

（主なもの）

・割増賃金・手当

・帰宅困難職員の宿泊費

・自費検査費用（施設が対象）

・施設等の消毒、清掃費用

・衛生用品の購入費用

・施設内療養に要する費用（施設が対象）

R5.6.16～R5.12.28

医療保健部

長寿介護課

☎ 059-224-2262

7
新型コロナウイルス感染症患者等を受け入

れる医療機関に対する空床確保の補助
新型コロナウイルス感染症対策事業

補

助
医療機関 確保病床の種類に応じて１床あたり、16,000円から174,000円を補助

R5.10.1~

R6.3.31

医療保健部

医療体制整備・調整

プロジェクトチーム

☎ 059-224-3409

8
新型コロナウイルス感染症患者等を受け入

れる医療機関に対する設備整備の補助

新型コロナウイルス感染症患者等入院医

療機関等設備整備事業（旧新型コロナウ

イルス感染症患者等入院医療機関設備

整備事業）

補

助

新型コロナウイルス感染症患者を受け入れ

た実績があり、G-MIS（厚生労働省医療

機関等情報支援システム）上に実績及

び受入れ可能病床数等の入力を行う新

型コロナウイルス感染症患者等入院医療

機関

設備整備費の補助

①初度設備費　1床当たり補助上限　133,000円

②人工呼吸器及び付帯備品　1台当たり補助上限　5,000,000円

③個人防護具　1人当たり補助上限　3,600円（フェーズ1以上の期間に使用した個人防護具にかかる経費に限

る）

④簡易陰圧装置　1床当たり補助上限　4,320,000円

⑤簡易ベッド　1台当たり補助上限　51,400円

⑥体外式膜型人工肺及び付帯備品　1台当たり補助上限　21,000,000円

⑦簡易病室及び付帯備品　実費相当額

⑧HEPAフィルター付き空気清浄機（陰圧対応可能なものに限る。）　１施設当たり補助上限　905,000円

⑨HEPAフィルター付きパーテーション　1台当たり補助上限　205,000円

※令和2年度から令和5年9月末までに本事業において1度でも補助を受けた医療機関は、個人防護具以外の設備

は補助対象外です。（令和5年10月1日以降に病棟単位（区画単位含む）による対応から病室単位による対応に

伴い新規に必要となる設備を除きます。）

【事業期間】

※第3期

対象期間：R5.10.1～

R6.3.31

受付期間：R5.10.26～

R5.12.8

医療保健部

感染症対策課

ワクチン・物資支援班

☎ 059-224-2068
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概要 名称
種

別
対象者 支援の内容

募集

期間
担当課

9

新型コロナウイルス感染症の疑い例を診察

する「外来対応医療機関」への設備整備の

補助

外来対応医療機関設備整備事業（旧帰

国者・接触者外来等設備整備事業）

補

助

新型コロナウイルス感染症患者（疑い含

む）を診療した実績がある「外来対応医

療機関」

設備整備費の補助

①HEPAフィルター付き空気清浄機（陰圧対応可能なものに限る）　1施設当たり補助上限　905,000円

②HEPAフィルター付きパーテーション　1台当たり補助上限　205,000円

③個人防護具　1人当たり補助上限　3,600円（帰国者・接触者外来に限る）（フェーズ1以上の期間に使用した

個人防護具にかかる経費に限る）

④簡易ベッド　1台当たり補助上限　51,400円

⑤簡易診療室及び付帯備品　実費相当額

※令和2年度から令和5年9月末までに本事業において1度でも補助を受けた医療機関は、個人防護具以外の設備

は補助対象外です。

【事業期間】

※第3期

対象期間：R5.10.1～

R6.3.31

受付期間：R5.10.26～

R5.12.8

医療保健部

感染症対策課

ワクチン・物資支援班

☎ 059-224-2068

10

新型コロナウイルス感染症の疑い患者を診

療する救急医療・周産期医療・小児医療

機関に対する設備整備の補助

新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入

れのための救急・周産期・小児医療体制確

保事業

補

助

新型コロナウイルス感染症を疑う患者を診

療した実績がある救急医療・周産期医

療・小児医療のいずれかを担う医療機関

設備整備費の補助

①初度設備費　１床当たり補助上限　133,000 円

②個人防護具　１人当たり補助上限　3,600 円（フェーズ1以上の期間に使用した個人防護具にかかる経費に限

る）

③簡易陰圧装置　１床当たり補助上限　4,320,000 円

④簡易ベッド　１台当たり補助上限　51,400 円

⑤簡易診療室及び付帯する備品　実費相当額

⑥HEPA フィルター付き空気清浄機（陰圧対応可能なものに限る）１施設当たり補助上限　905,000 円

⑦HEPA フィルター付きパーテーション　１台当たり補助上限　205,000 円

⑧救急医療を担う医療機関において、新型コロナウイルス感染症を疑う患者の診療に要する備品　１施設当たり補

助上限　300,000 円

⑨周産期医療又は小児医療を担う医療機関において、新型コロナウイルス感染症を疑う患者に使用する保育器 １

台当たり補助上限　1,500,000 円

※令和2年度から令和5年9月末までに本事業において1度でも補助を受けた医療機関は、個人防護具以外の設備

は補助対象外です。

【事業期間】

※第3期

対象期間：R5.10.1～

R6.3.31

受付期間：R5.10.26～

R5.12.8

医療保健部

感染症対策課

ワクチン・物資支援班

☎ 059-224-2068

11

新型コロナウイルス感染症の疑い例を診察

する「外来対応医療機関」を新設するため

の設備整備の補助

外来対応医療機関確保事業
補

助

R5.10.1からR6.3.31の間に新たに外来対

応医療機関の指定を受け、少なくとも令

和５年度中は外来対応医療機関の対応

を行う保険医療機関

設備整備費の補助

（ア） 患者案内のための看板の設置料

（イ） ホームページ上に外来対応医療機関であることを明記するための改修費

（ウ） 換気設備設置のための軽微な改修等の修繕費

（エ） 医療機器（パルスオキシメーター等）の購入費

（オ） 非接触サーモグラフィーカメラ（検温・消毒機能付き等）の購入費

※１施設あたり上限500,000円（R5.10.1からR6.3.31までに生じた経費が対象）

※ 補助対象設備は、原則、外来対応医療機関の新設に伴い必要となる上記（ア）～（オ）とします。外来対応

医療機関を新設するために真に必要不可欠と認められるものについては個別に対応するので、事前に相談してくださ

い。

【事業期間】

※第2期

対象期間：R5.10.1～

R6.3.31

受付期間：R5.10.26～

R5.12.8

医療保健部

感染症対策課

ワクチン・物資支援班

☎ 059-224-2068
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【個人向け】R５年度に活用できる新型コロナウイルス感染症対応の支援策一覧

  令和５年12月６日時点

概要 名称
種

別
対象者 支援の内容

募集

期間
担当課

1 家計急変世帯への奨学金の貸与
三重県高等学校等修学奨学金 （緊急

採用）

貸

付

家計急変世帯の高等学校等に在学す

る生徒

学習意欲がありながら、経済的な事由により修学が困難である高等学校生・高等専門学校生に対し、修学に必要

な資金の一部を無利子で貸与

随時

（3月・6月を除く）

教育委員会事務局

教育財務課

☎ 059-224-2944

2 家計急変世帯への修業奨学金の貸与
三重県専修学校高等課程修業奨学金

（緊急採用）

貸

付

家計急変世帯の専修学校高等課程

に在学する生徒

学習意欲がありながら、経済的な事由により修学が困難である専修学校高等課程（専ら職業に必要な能力を育成

することを目的とし、国家試験又は国家試験に準ずる試験の受験資格が得られるものに限る）に在学する生徒に対

し、修学に必要な資金の一部を無利子で貸与

随時

環境生活部

私学課

☎ 059-224-2161

3
三重県高等学校等修学奨学金の返還猶

予

三重県高等学校等修学奨学金（返還猶

予）

減

免

三重県高等学校等修学奨学金の返

還者で失業や休業等の事由が発生し

た方

失業や休業等により返還が困難である場合、申込から最大1年間、三重県高等学校等修学奨学金の返還を猶予

 ※再申込、再々申込により通算して3年間猶予を受けることが可能
随時

教育委員会事務局

教育財務課

☎ 059-224-2944

4 県立高等学校の授業料支援
高等学校等就学支援金（家計急変支援

制度）

補

助

家計急変世帯の生徒（通常の就学

支援金の対象にならない方）

保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰すことのできない理由による離職な

どにより、従前得ていた収入を得ることができない場合に授業料を支援（支給要件有）
随時

教育委員会事務局

教育財務課

☎ 059-224-2940

5 家計急変世帯への教育費の支援 高校生等奨学給付金
給

付

家計急変世帯の保護者等（国公立

高等学校等）

国公立高等学校等へ通う家計急変世帯に対し、授業料以外の教育費の負担を軽減する奨学給付金を支給

＜給付額＞

 4,208円～143,700円

R5.7.1～R6.3.1

教育委員会事務局

教育財務課

☎ 059-224-2827

6 私立高等学校の授業料支援 私立高等学校等就学支援金
補

助
家計急変世帯の生徒 私立高等学校等における保護者の失職などによる家計急変世帯に対し、授業料を支援（支給要件有） 随時

環境生活部

私学課

☎ 059-224-2161

7 家計急変世帯への教育費の支援 私立高校生等奨学給付金
給

付

家計急変世帯の保護者等（私立高

等学校等）
私立高等学校等へ通う家計急変世帯に対し、授業料以外の教育費の負担を軽減する奨学給付金を支給 R5.7.14～R5.12.28

環境生活部

私学課

☎ 059-224-2161

支援策ホームページ

支援策ホームページ
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概要 名称
種

別
対象者 支援の内容

募集

期間
担当課

8 家計急変世帯に対する授業料の減免 私立小中学校等授業料減免補助金
補

助
家計急変世帯の生徒 授業料の減免を行った学校法人に対して助成することにより、家計急変世帯を支援 随時

環境生活部

私学課

☎ 059-224-2161

9 生活資金に困っている方への支援 住居確保給付金
給

付

給与等を得る機会が当該個人の責に

帰すべき理由・当該個人の都合によら

ないで減少している方など

住居確保給付金の支給

家賃額（住宅扶助特別基準額が上限）を原則３か月支給

（収入・資産要件あり）

通年

三重県社会福祉協議会

生活相談支援センター

☎ 059-271-7701

10 介護分野へ就職された方への貸付金 介護分野就職支援金貸付事業
貸

付

介護事業所へ介護職員として就職し

た（予定している）介護職員初任者

研修（就職氷河期世代）等所定の

研修受講修了者

就職する際に必要となる経費として、上限200,000円を貸し付け

※無利子

　県内の介護事業所で介護職員として2年間、業務に従事した場合は返還免除

R5.4.1～

R6.3.31

医療保健部

長寿介護課

☎ 059-224-2262

11 県内旅行需要の平準化の促進
県内旅行の実施に対する支援

(平日ゆったりみえ旅キャンペーン)

補

助
県内宿泊者

平日における宿泊を促進することで観光需要の平準化を進めるとともに、旅行需要を喚起するためにクーポンを配布す

る。

R5.12.11～

R6.2.29

観光部

観光誘客推進課

☎ 059-224-2823
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